
令和元年１１月１４日

大 洲 河 川 国 道 事 務 所

大雪災害時における「放置車両の移動訓練」を実施します

～速やかな道路交通確保を目的とした実働訓練～

大洲河川国道事務所では、大雪時に走行不能となった車両が路上に放置されるこ

とで、通行障害となる場合を想定し、速やかな道路交通の確保を目的とした「放置

車両の移動訓練」を以下のとおり実施します。

１．開催日時 令和元年１１月２０日（水） １４：００～１６：００
※小雨決行（ただし、大雨・雪等の場合は中止）

２．訓練会場 愛媛県大洲市北只１６４ 大洲国道出張所構内 【参考資料－１参照】

お お ず し き たた だ

３．参加機関 大洲河川国道事務所、愛媛県、愛媛県警察、市、町、

一般社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)、他関係機関及び
道路維持工事受注者 約７０人

４．訓練内容 大雪時、国道上に放置されている車両を想定した移動訓練
【参考資料－２参照】

５．そ の 他 当日取材可能

○平成３０年度より「チェーン規制区間」を設定することができるようになり、四国内に

おいては、国道５６号鳥坂峠において区間設定をしました。豪雪時には、通行止めを行
と さ かとうげ

い集中的に除雪を行うこととしていますが、チェーン規制区間においては現場の状況に
より交通確保の観点からチェーン装着車については、通行可能となりました。なお、現

地の状況により、チェーン規制を実施せずに通行止めを行う場合もあります。

【参考資料－３参照】

○平成２６年１１月２１日に災害対策基本法の改正法が施行されました。
これにより、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速
に確保するため、道路管理者による放置車両の移動が可能となりました。

【参考資料－４参照】

○平成２８年１月２４日～２５日の大雪では、愛媛県管理の国道３７８号において県から

の要請を受けて車両移動等の支援を行いました。【参考資料－５参照】

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト【NO.１ 南海トラフ地震を始めとする大規

模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】に該当します。

【問い合わせ先】（○：主な問い合わせ先）
国土交通省 四国地方整備局
大洲河川国道事務所 ＴＥＬ０８９３－２４－５１８５（代表）

副 所 長 ( 道 路 ) 長 井 英 治 （内線２０５）
なが い えい じ

○ 道 路 管 理 課 長 井 手 義 一 （内線４３１）
い で ぎ いち
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この地図は、国土地理院の地理院地図に

加筆したものである。

※取材をされる場合は、大洲国道出張所内の

駐車場が利用可能です。

なお、路上駐車はしないようにお願いします。
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災害対策基本法の一部を改正する法律が平成26年11月14日に公布、
施行されました。

 

 
 

 
　に対して移動を命令 

 
　車両を移動
（
　容認し併せて損失補償規定を整備）

 

 

 

・
、

があります

・

基本法に明
確に位置づける必要がありました。

資料は、内閣府記者発表資料より引用。

別紙－３
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